
主任介護支援専門員更新研修受講フローチャート
 ＜主任介護支援専門員研修修了者用＞

※研修には、それぞれ受講要件があります。受講要件については各研修の実施要領で確認してください。
※介護支援専門員証の更新手続きは、有効期間満了日の１年前から有効期間満了日まで行うことができます。

YES

主任介護支援専門員更新研修を修了することで、「介護支援専門員更新研修」の受講は免除されます。
ただし、主任介護支援専門員更新研修を修了前に、介護支援専門員証の有効期間が満了となる場合には、専門研修課程Ⅱまたは、更新研修

（実務経験者）を受講し、介護支援専門員証の更新を行う必要があります。

（注）再研修受講後に実務に従事した際の更新には、専門研修課程Ⅰと専門研修専門Ⅱの両方の研修修了が必要です。

主任介護支援専門員の有効期間
が切れている 主任介護支援専門員として従事するには、再度、「主任介護支援専門員研修」を受講してください。

NO

YES

主任介護支援専門員有効期間満了日以降は主任介護支援専門員ではなくなりますが、通常の介護支援専門
員としては、介護支援専門員証の有効期間内であれば従事できます。
通常の介護支援専門員証更新研修については、「介護支援専門員研修受講フローチャート」をご参照ください。

主任介護支援専門員更新研修は受講できません。
※介護支援専門員証の交付を希望する場合は「再研修」を受講してください。(注)

介護支援専門員証の有効期間が
切れている

主任介護支援専門員の資格の更
新を希望する

主任介護支援専門員更新研修は、主任介護支援専門員研修修了証明書に記載された有効期間満了日の概ね２年前から受講できます。

NO

YES

NO


